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１月１日   被災自治体に対し、「女性の視点からの防災・復興ガイドライン」に
基づく取組を進めるよう要請

１月５日   男女共同参画局職員を現地災害対策本部に派遣
・避難所に支援に入る国、県・市町、自衛隊、警察、民間団体に
  女性の視点からの「避難所チェックシート」の周知・活用を依頼

  ・石川県と連携し、女性の視点を反映した１.5次避難所※開設・運営への支援

１月１７日 各都道府県に対し、石川県が新たに作成した性暴力・ＤＶ防止のため
の啓発ポスターや、避難所チェックシートの活用を応援職員等に周知
するよう依頼

１月２９日 各都道府県に対し、二次避難先等において被災者が性暴力・DVに関し
て相談できるよう配慮するとともに、相談窓口の周知を行うよう依頼

２月以降
 

※ホテル・旅館等の２次避難所に入るまでの一時的な避難先。被災地の避難所等から要配慮者（高齢者、障害の
ある方、妊婦、未就学児等）とその同伴者を優先して受け入れ、マッチング後に２次避難所へ移動。

今後、仮設住宅・復興住宅チェックシートの周知方法について、
関係者と連携し調整を図る予定



男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン p.57-58

避難所チェックシート 石川県作成ポスター

https://www.gender.go.jp/policy/saigai/fukkou/pdf/guidelene_07.pdf
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最後に
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男女今日共同参画局の取組については、男女局HP＞「災害対応」＞「令和6年（2024年）
能登半島地震対応」に随時掲載しております。詳しくは下記URLよりご覧ください。
https://www.gender.go.jp/policy/saigai/notohanto_jishin.html

災害対応において、地方公共団体が主体として
女性の視点に立った取組を行うことが不可欠！！
しかし、平常時にできないことは、災害時にはなおさらできない。。

平常時から
あらゆる防災・復興施策に男女共同参画の視点を入れる

被害全体が縮小する、災害に強い社会が作られる!

https://www.gender.go.jp/policy/saigai/notohanto_jishin.html
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